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国際交流危機管理マニュアルについて 

本学は、国際交流・国際協力の拡大と活性化を図るとともに国際的な課題の解決に貢献できる人材を
養成し、大学の国際化を目指している。 
この「国際交流危機管理マニュアル」は、教職員及び学生に、事前の情報収集の重要性や危機に直面

した際の対処方法について情報提供を行うとともに、受け入れた外国人研究者及び外国人留学生、海外
へ派遣する学生等に対する大学としての安全配慮や、危機発生時に大学として対応すべき内容を定め、
適切なリスクマネジメントを行うため策定するものである。 

Ⅰ 国際交流危機管理体制の基本方針 
１.対象とするリスク及び危機の範囲
２.海外における危機発生時の基本的対応方針

Ⅱ 海外渡航における危機管理 
１.海外渡航の判断
２.海外渡航時の危機管理対策

Ⅲ 外国人研究者・外国人留学生受入における危機管理 
１.渡日前の判断
２.渡日後の判断
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Ⅰ 国際交流危機管理体制の基本方針 

１.対象とするリスク及び危機の範囲
本学の教職員・学生等が外国出張・海外留学中などの際に想定される危機発生のケースとして以

下のものが考えられる。
〇海外において重大な天災、テロ、飛行機・列車事故等が発生し、これらに本学の教職員・学生
等が巻き込まれた場合（天災、事件・事故に巻き込まれた場合） 

〇傷病により重篤な状態又は死亡した場合  
〇事件・事故の加害者若しくは容疑者となった場合  

２.海外における危機発生時の基本的対応方針
国際戦略本部は、当該危機に遭遇した教職員・学生等の状況等より、次のように対応することと

する。
① 本学の教職員・学生等が、本人が生死不明の場合 は「国立大学法人三重大学危機管理規程」に

基づき、対策本部（別表１）を設けて対応に当たる。
② 本学の教職員・学生等が、被本人の生存あるいは死亡が確認されている場合には、「国立大学法
人三重大学危機管理規程」に基づき対策本部（別表1）を設置するか否か学長が決定する。 対策
本部を設置する場合においては、対策本部において適宜対応にあたることとする。 対策本部を
設置しない場合においては、当該部局において必要な危機対応を行うこととする。

さらに、以上のことに備えて、国際交流チームは、危機発生時における留学先（派遣先）大学等の
連絡・対応などについて協力を得るための事前の確認と要請も行っておく。 
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Ⅱ 海外渡航における危機管理 

１.海外渡航の判断
① 海外危険情報対応基準及び海外渡航の判断
教職員及び学生の海外渡航（※1）の実施、中止、延期、継続、途中帰国については、「外務省 海

外安全ホームページ（※2）」に掲載されている「危険情報」及び「感染症危険情報」を基に、次表
「海外危険情報対応基準」により判断するものとする。ただし、「危険情報」と「感染症危険情報」
のレベルに相違がある場合は、レベルが高い危険情報を基準に判断するものとする。 
（※1）外国出張、海外研修による教職員の海外渡航及び本学が企画・実施する海外派遣プログラム

（以下、「大学プログラム」という。）による学生の海外渡航 
（※2）外務省海外安全ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp/ 
また、教職員の私事渡航においては、渡航者が、次表「海外危険情報対応基準」により判断し、大 

学プログラム以外（私費留学、私的旅行等）による学生の渡航においては、次表「海外危険情報対応
基準」を基に所属部局の指導教員等が指導を行う。 
なお、以下の場合など所属部局等の長による判断が困難な場合は、国際交流センター長と協議の 

上、判断を行うものとする。 
・国際学会など複数部局の教職員・学生が同一国・地域へ渡航する場合（他機関の教職員・学生が
同行する場合も含む。）

・本学が実施する海外行事への参加のため渡航する場合
※乗継ぎによる経由地（空港内）については、空港閉鎖等の事態を除いて原則として判断の対
象としない。

② 海外渡航時の事前報告
海外渡航（私事渡航を含む。）する教職員は、「日程表」（様式１）に必要事項（訪問地や連絡

先等）を記入し、所属部局に提出する。学生には、渡航期間、渡航中の連絡先、住所等について記
載された「海外渡航届（Microsoft Forms）」（様式２）を提出させる。 

③ 渡航後の判断
次の場合は、必要に応じて、旅行、留学等を中止し、途中帰国の判断を行う。
・外務省の危険情報又は感染症危険情報が、渡航後に変更され、より高い区分となった場合
・派遣先大学等において、研究又は学業の継続が困難な場合（大学の閉鎖、研究・就業環境の悪化
など）

・旅行者が病気・けがにより長期間入院治療が必要となった場合（健康状態に応じた判断を行
う。）

・渡航先の国の法律に違反する行為を行った場合（渡航先の国の法律の取扱いに基づき判断す
る。）

・犯罪等の被害者となった場合（渡航先の国の法律の取扱いに基づき判断する。）

http://www.anzen.mofa.go.jp/


5 
 

【海外危険情報対応基準】 
外務省の危険情報 （※１） 教職員 学生（※２） 
レベル１： 
十分注意して 
ください。 

その国・地域への渡航、滞在に当たって特別な注意が必
要であることを示し、危険を避けていただくよう勧める
もの 

原則可 
特別な注意を払う必要があ 
ることの理解を前提に、渡 
航の実施・継続は原則可とす
る。ただし、大学が中止を決
定する場合は不可とする。 

原則可 
特別な注意を払う必要があるこ
との理解を前提に、派遣の実
施・継続は原則可とする。ただ
し、大学が中止を決定する場合
は不可とする。 

レベル２: 
不要不急の渡航は 
止めてください。 

その国・地域への渡航に関し、渡航の是非を含めた検討
を真剣に行っていただき、渡航される場合には、十分な
安全措置を講じることを勧めるもの  

原則不可（※３） 
原則、渡航は延期又は中止、
渡航中の者は帰国させる。 

原則不可（※3） 
原則、渡航は延期又は中止、渡
航中の者は帰国させる。 

レベル３: 
渡航は止めて 
ください。 
（渡航中止勧告） 

その国・地域への渡航は、どのような目的であれ延期さ
れるよう勧めるもの。また、場合によっては、現地に滞
在している日本人の方々に対して退避の可能性の検討や
準備を促すメッセージを含むことがあるもの 

不可 
渡航は中止、渡航中の者は 
帰国させる。 

不可 
派遣は中止、派遣中の者は 
帰国させる。 

レベル４: 
退避してください。 
渡航は止めてくださ
い。（退避勧告） 

その国・地域に滞在している全ての日本人の方々に対し
て、滞在地から、安全な国・地域への退避（日本への帰
国も含む）を勧告するもの。この状況では、当然のこと
ながら新たな渡航は延期することが望まれるもの 

不可 
渡航は中止、渡航中の 
者は即刻帰国させる。 

不可 
派遣は中止、派遣中の 
者は即刻帰国させる。 

※１ 感染症危険情報は、危険情報の４段階のカテゴリーごとの表現に収まらない感染症特有の注意事項を状況に応じて追加で付記されるため、４段
階のカテゴリー以外で注意事項が発出された場合は、その都度、本対応基準に照らして判断する。ただし、「危険情報」と「感染症危険情報」のレベ
ルに相違がある場合は、レベルが高い危険情報を基準に判断するものとする。 
※２ 大学プログラムによる学生の派遣について定めるものとするが、大学プログラム以外（私費留学、私的旅行等）による学生の渡航についても、
本対応基準を基に所属部局の指導教員等が指導を行うこととする。 
※３ 当該用務の必要性・緊急性に加え、渡航先の国際行事開催状況、他国外務省の情報、予測しうる緊急時の体制等を勘案して、しかるべき安全管
理をとりうると判断できる場合に限り「可」とする。
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２.海外渡航時の危機管理対策 
① 情報収集及び登録等 
・海外渡航（私事渡航、大学プログラム以外の渡航を含む。）する教職員及び学生や窓口対応する担
当職員が必要な時に閲覧できるよう、大学ホームページ等において、このマニュアルの周知及び危
機管理に関する情報を提供する。 

・情報収集、安全対策（自分の身は自分で守る）及び健康管理の必要性を周知する。 
・海外渡航（私事渡航、大学プログラム以外の渡航を含む。）する教職員及び学生には、以下の必要
な手続きを行わせる。 

1)外務省海外旅行登録「たびレジ」 
３ヶ月未満の渡航を予定している場合、もしくは外国での住所・居所を定めず ３ヶ月以上渡航す
る場合。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 

2) 在留届電子届出システム「ORRnet(Overseas Residential Registration)」旅券法第 16 条により、
外国に住所又は居所を定めて 3ヶ月以上滞在する日本人は、「在留届」を提出することが義務付け
られている。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html 

 
② 大学との連絡 
・学生には、渡航期間、渡航中の連絡先、住所等について記載された、「海外渡航届」を提出させ
る。また、渡航後それらが変更になった場合は、速やかに大学（所属部局等）へ連絡するよう周知
する。 

・渡航先に国・地域に対して「外務省海外安全ホームページ」の「危険情報」及び「感染症危険情
報」が発出されているか確認し、発出されている場合でも渡航を行おうとする場合は、事前報告の
際に、その理由、安全確認、緊急時の対応についても報告させる。 

・教職員の海外渡航において、旅行期間が６ヶ月以上となる場合は、渡航前及び帰国後の健康診断の
受診が義務づけられていることを周知する。 

 
③  海外旅行保険について 
海外渡航者には、必ず海外旅行保険に加入させる。本学では、ジェイアイ傷害火災保険株式会社と

「三重大学 海外旅行保険」を包括契約しており、本保険に加入することにより、海外渡航時に思わ
ぬ事故や病気に遭遇した場合等に24時間体制・日本語できめ細かいサポートを受けることができるほ
か、渡航先の危険情報やトラブル対策の情報を受信できるなど無償で様々な危機管理サービスを受け
ることができる。 
学生が個別に保険会社を選定して手続きした場合は、当該会社の危機発生時の対応等について、契 

約者本人が、十分に確認するよう指導する。留学生危機管理サービス（OSSMA）について、留学前
オリエンテーション、説明会等の際に周知する。 
学生が海外留学・研修中などに死亡、入院、行方不明等になった場合、その対応費用、救援者現地

派遣費用などが補償される「海外旅行事故対策費用保険」に本学が加入をしている旨説明を行う。 
 

 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html


7 

Ⅲ 外国人研究者・外国人留学生受入における危機管理 

１.渡日前の判断
母国の大使館や大学などから渡日中止，延期の指示がある場合、受入部局は、派遣元大学の担当

者、当該外国人研究者・留学生等と相互に連絡を取り協議の上判断する。
２.渡日後の判断

次の場合は、必要に応じて、研究、留学等を中止し、途中帰国の判断を行う。
・母国の大使館や大学などから、帰国の指示があった場合
・本学において、研究又は学業の継続が困難な場合（大学の閉鎖、研究・就業環境の悪化など）
・外国人研究者・外国人留学生が病気・けがにより長期間入院等の加療が必要となった場合（健康
状態に応じた判断を行うこと。）

・日本の法律に違反する行為を行った場合
・犯罪等の被害者となった場合
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別表１ 三重大学における国際交流等に伴う危機管理対策本部組織図

  広報担当

対策本部   関係省庁対応

事務局

（統括） 

家族担当

  

           

    手配・渉外担当

現地派遣・対応

         

 

学生総合支援 

機構長 

関係部局長 

理事・副学長 

国際担当 
学 長 

学務部長等 学生支援課長 

現地からの情報等を収集し、本部長

に報告するとともに各担当に情報等

を提供する。対策本部の指示を現地

担当等に伝達するとともに現地派遣

のための手配を行う。

連携 

関係部局長 

国際交流センター長 

企画総務部長 

国
際
戦
略
本
部

国際交流 

センター長

企画総務部長 

理事、副学長 

総務課長 

広報室長 

関係部局事務長等 

国際・情報部長 

関係部局事務長等 

国際交流課長 

学生支援課長 

国際交流課長 

関係部局事務

国際交流チーム

関係部局チーム 

総務チーム 

広報室 
マスコミ等学外の対応窓口となる。記

者会見室等のセッティングを行う。

文部科学省、外務省等関係官庁との連

絡調整に当たる。

事故の概要、詳細、経過等を保護者等

に伝える。以降保護者等の対応窓口と

なる。家族控室の配備を行う。

現地に赴き詳細な情報を対策本部に

連絡するとともに対策本部の指示に

従い事後処理を行う。 

現地で家族の世話等を行う。 

連携 

国際交流チーム 

本部長 
 

副部長 
 

（対策本部会議メンバー） 

注）メンバー構成は上記構成図を基本としつつ 
適宜状況に合わせて対応する 
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参考 1 海外留学時等の危機管理対応体制 

「留学・研修先などで事件・事故等が発生した場合の連絡網の体制」（国外連絡網）

※ は全て連絡・相談を表す

     

        

  

            

 

                  

  

      

    

            

本 人 
海外留学時に事故・事件に遭いケ
ガ・入院等した時 
（行方不明・死亡時は留学先大学等
が三重大学へ報告） 

三重大学 

必要に応じて適宜対策本部を設置して対応。
状況により教職員を現地大学へ派遣 

留学先大学 
（派遣先大学） 

日本大使館・領事館 
     （在外公館） 

本人の家族 

状況により、三重大学と相談の
上、現地へ渡航 

文部科学省・外務省等 
の関係省庁 

国外 国内 



10 

参考 2 外国人留学生等に対する危機管理対応体制（国内・学外連絡網）

Safety Management System for International Students (within Japan・off campus)  

※ は全て連絡・相談を表す

    

     

 
                       

    

 

     

   

   

   

日本大使館・領事館 
Japanese embassy and consulate 

（在外公館） 

(Diplomatic and consular offices in 

foreign countries) 

在籍大学・研究機関等 
University at which the student is

registered・Research Institution 

本人の家族 
Student’s Family 

外国人留学生・外国人研究者等 
International Student 

International Researcher 

三重大学(学部・学科等) 

 必要に応じて適宜対策本部を 

設置して対応に当たる。 

Mie University (Department, Subject) 

Establish an office in charge of taking 

Appropriate measure. 

文部科学省 
The Ministry of 

Education, Culture, 

Sports, Science and 

Technology 

在日公館 
  （本人の国の大使館） 

入国管理局等 
Diplomatic and  consular 

offices in Japan  (an embassy 

and  consulate in the student’s

home country)  the Immigration

Bureau 

外務省等 
The Ministry of Foreign Affairs 

国外 

Overseas 

国内 

Domestic 
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【様式１】

日 程 表 
提出日 令和＿＿＿年 ＿＿＿月 ＿＿＿日 
所 属  
氏 名 

※旅行代理店等が発行した日程表がある場合は, その写しでも結構です。その場合は,
下記の国内連絡先のみ記入し, 日程表の写しと共に担当係にお届け下さい。

〇渡航中の国内に
おける連絡先 

氏  名 続柄： 

住  所 

電話番号 
備  考 

年 月 日 発着地 , 訪問地 
（国 名） 

宿 泊 地 
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　　【様式２】
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○国立大学法人三重大学危機管理規程

(平成 27年 3月 26日規程第 736号) 

改正 平成 27 年 10 月 30 日規程 平成 28 年 7 月 20 日規程 

平成 28 年 10 月 31 日規程 平成 28 年 11 月 24 日規程 

平成 30 年 3 月 30 日規程第 736 号 平成 30 年 6 月 28 日規程第 736 号 

(目的等) 

第 1条 この規程は，国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)において発生する様々な事象に伴う

危機に，迅速かつ的確に対処するため，本学における危機管理体制及び対処方法等を定めることによ

り，本学の職員及び学生等の安全確保を図るとともに，社会的な責務を果たすことを目的とする。 

2 本学の危機管理については，法令等及び本学の規程等に定めるもののほか，この規程の定めるところに

よる。 

(定義) 

第 2 条 この規程において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 職員及び学生等

本学の職員，学生，生徒，児童，園児及び学外者をいう。

(2) 危機

本学の大学運営において，職員及び学生等に対し生命・身体・財産等に好ましくない影響を及ぼす事

態及び本学が社会的信用・信頼の失墜を招くことのおそれがある事態をいう。 

(3) 危機管理

想定される危機に対する体制及び対応策を検討し，措置を講ずるとともに，危機発生時においては，

原因及び状況の把握・分析並びにその危機によってもたらされる事態を想定することにより，被害及び

影響を最小限に抑制するために対応することをいう。 

(4) リスク

経済的損失及び人々の被る苦痛を含む損失又は組織がその目標を達成することを妨げるおそれのある

事象の潜在的可能性をいう。 

(5) 部局等

人文学部，教育学部(附属教職支援センター及び附属学校を含む。)，医学系研究科・医学部，工学研

究科，生物資源学研究科(附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター，附属練習船勢水丸

及び附属鯨類研究センターを含む。)，地域イノベーション学研究科，教養教育院，地域人材教育開発

機構，地域イノベーション推進機構，地域拠点サテライト，地域創生戦略企画室，附属図書館，医学部

附属病院，国際交流センター，総合情報処理センター，学生総合支援センター，国際環境教育研究セン

ター，アドミッションセンター，保健管理センター及び事務局(監査チームを含む。)をいう。

(6) 部局等の長

前号に規定する部局等の長をいう。

(学長等の責務) 

第 3条 学長は，本学における危機管理を統括する責任者であり，危機管理を推進するとともに，必要な

措置を講じなければならない。 

2 理事は，学長を補佐し，危機管理の推進に努めなければならない。 
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3 部局等の長は，当該部局等における危機管理の責任者であり，全学的な危機管理体制と連携を図りつ

つ，当該部局等の危機管理を推進するとともに，必要な措置を講じなければならない。 

4 職員は，危機管理意識をもって，その職務の遂行に当たるものとする。 

(危機管理体制の充実のための措置等) 

第 4 条 学長，理事及び部局等の長は，危機管理に関する教育・研修及び訓練等の実施により，全学及び

部局等における日常的な危機管理の充実を図るものとする。 

2 学長，理事及び部局等の長は，職員及び学生等が本学に起因する危機により被害を被ることのないよ

う，常に配慮しなければならない。 

3 学長，理事及び部局等の長は，危機管理に当たり，職員及び学生等に対し必要な広報，情報提供等に努

めるものとする。 

(危機管理に対する基本的な考え方) 

第 5 条 学長は，次に掲げる平常時，緊急時及び収束時の危機管理について，それぞれの局面に応じた課

題を検討し実行するものとする。 

(1) 平常時の危機管理

イ 本学が抱える潜在の危機及びリスクを正確に洗い出し，それが顕在化した場合の重大性，影響度

を分析し認識した上で，可能な限り防止策を講ずる。 

ロ 危機及びリスクが顕在化し，問題が発生した場合の初期対応等の手順を定める。

ハ 関係機関への通報及びマスコミへの対応の責任者，手順等を明確にする。

(2) 緊急時の危機管理

イ 危機事象の内容に応じて，迅速かつ適切に対処する。

ロ 関係機関への通報及びマスコミへの対応を適切に実施する。

(3) 収束時の危機管理

イ 危機及びリスクの顕在化の要因分析を行い，再発防止策を確立する。

ロ 危機事象への対応の検証を行い，適切な危機管理体制を確立する。

(危機管理の局面に応じた体制) 

第 6 条 学長，理事，部局等の長及び職員は，前条に掲げる危機管理に対する基本的な考え方を踏まえ，

次に掲げる危機管理の局面に応じ，当該の役割を担うものとする。 

(1) 平常時の危機管理

イ 各理事の役割

各理事は，部局等の長と連携して担当分野における潜在する危機及びリスクの正確な洗い出しを行

い，防止策を講ずるとともに，必要に応じ危機及びリスクが顕在化した場合の緊急対応手順の作成又は

見直しを行い，担当分野の危機管理に万全を期すものとする。 

ロ 部局等の長の役割

部局等の長は，部局等における潜在する危機及びリスクの正確な洗い出しを行い，防止策を講ずると

ともに，必要に応じ危機及びリスクが顕在化した場合の緊急対応手順の作成又は見直しを行い，部局等

の危機管理に万全を期すものとする。 

ハ 職員の役割
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事務局各部及び各部局事務部等の職員は，各担当理事及び部局等の長の指揮の下で所掌事務に係る危

機管理に必要な業務を行うものとする。 

(2) 緊急時の危機管理

イ 職員は，危機事象が発生又は発生するおそれがあることを発見した場合は，危機事象の状況につ

いて，定められた部署に通報するとともに，必要に応じ，初期対応を行い，関係機関に通報するものと

する。 

ロ 通報を受けた部署の責任者は，危機事象の状況を確認し，必要に応じ，関係機関に通報するとと

もに，被害者又は被災者とその関係者への適切な対応を行い，定められた部署に報告する。 

ハ 当該部局等の長は，必要に応じ，担当理事と連携してマスコミへの対応を適切に行うものとし，

その結果について，速やかに学長に報告するものとする。 

ニ 学長は，危機が発生し，又は発生するおそれがある場合において，危機対策を講ずる必要がある

と判断する場合は，速やかに危機対策本部を設置するものとする。 

ホ 危機対策本部は，危機事象への対処の終了をもって解散するものとする。

(3) 収束時の危機管理

各理事，部局等の長及び職員は，連携して危機及びリスク顕在化の要因分析並びに危機事象への対応

の検証を行い，再発防止策を確立する。 

(雑則) 

第 7 条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

この規程は，平成 27 年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 27年 10 月 30 日規程) 

この規程は，平成 27 年 11 月 1日から施行する。 

附 則(平成 28年 7月 20日規程) 

この規程は，平成 28 年 7月 21日から施行する。 

附 則(平成 28年 10 月 31 日規程) 

この規程は，平成 28 年 11 月 1日から施行する。 

附 則(平成 28年 11 月 24 日規程) 

この規程は，平成 28 年 12 月 1日から施行する。 

附 則(平成 30年 3月 30日規程第 736 号) 

この規程は，平成 30 年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 30年 6月 28日規程第 736 号) 

この規程は，平成 30 年 7月 1日から施行する。 
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三重大学における国際交流等に伴う危機管理対策要項 

三重大学における国際交流等に伴う危機管理対策要項 
 ［令和 3年 3月 18日 国際戦略本部会議改定］ 

（目的） 

第１条 この要項は、三重大学（以下「本学」という。）における国際交流を推進する過程において発生する様々な事象に伴う危機に 

迅速かつ的確に対処するため、その危機管理体制、対処方法等に関し必要な事項を定め、もって本学の国際交流を進める際の 

教職員及び学生の安全の確保を図ることを目的とする。 

（定義）  

第２条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 部局 本部事務局、各機構、各学部、各研究科、附属病院、保健管理センター、各学内共同教育研究施設及びその他これらに相当す

る組織をいう。

（２） 部局長 前号に規定する部局の長をいう。

（対象とする事象）

第３条 この要項に定める危機管理の対象とする事象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１） 本学の教職員及び学生が海外において行う教育研究活動の遂行に重大な支障のある問題

（２） 本学の外国人留学生及び外国人研究者等が行う教育研究活動の遂行に重大な支障のある問題

（３） 本学の教職員及び学生の海外における安全に係わる重大な問題

（４） 本学の外国人留学生及び外国人研究者等の安全に係わる重大な問題

（５） 本学に対する社会的信頼を損なう問題

（６） その他前各号に相当するような事象であって、組織的・集中的に対処することが必要な問題

（学長等の責務）

第４条 学長は、この本要項に定める危機管理を統括する責任者として、本学における危機管理体制、対処等に関し必要な措置を

講じなければならない。

２ 各部局長は、当該部局における危機管理体制、対処等に関し必要な措置を講じなければならない。

（危機管理体制の充実のための措置等）

第５条 学長及び部局長は、危機管理に関する資料の配付、研修の実施等により、日常的に危機管理体制の充実を図るものとする。

２ 学長及び部局長は、本要項に従い、第 3条各号に規定する事象が発生し、又は発生するおそれのある場合は、速やかに本学の

教職員及び学生に対し、必要な情報を提供しなければならない。

（危機に関する情報収集）

第６条 本学の教職員及び学生は、第 3条各号に定める緊急に対処すべき危機事象が発生し、又は発生するおそれのある情報を

得た場合は、部局長に通報しなければならない。

２ 前項の情報を得た部局長は当該危機の状況を確認し、必要な応急措置を講ずるとともに、学長に報告しなければならない。

３ 学長は、前項の報告を受けた場合には、当該危機の対処方針等を当該部局長と協議し、決定するものとする。 
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（対策本部の設置） 

第７条 学長は、危機事象の対処のために必要と判断する場合は、速やかに当該事態に係る対策本部を設置するものとする。 

２ 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

３ 本部長は、学長をもって充て、対策本部の業務を統括する。 

４ 副本部長は、理事（国際担当）をもって充て、本部長を補佐する。 

５ 本部員は、本部長が指名する者をもって充て、対策本部の業務を処理する。 

６ 対策本部の事務は、関係部局等の協力を得て、国際交流チーム及び学生支援チームで行う。 

７ 対策本部は、危機事象への対処の終了をもって解散する。 

（事案処理の特例） 

第８条 学長は、事案処理に際し、教職員及び学生の生命又は身体等の保護を図るため特に必要があると認める場合であって、緊 

急を要すると認めるときは、必要とする役員会、経営協議会、教育研究評議会、関係委員会等（以下「役員会等」とい 

う。）の審議を省略することができる。この場合においては、当該事案の対処の終了後に、役員会等に報告しなければならない。 

２ 学長は、1部局限りの危機で、当該部局限りで対処することが適切と判断する事象については、当該部局長にその対処を委ねる 

ことができる。 

３ 前項の場合において、当該部局長は、保健管理センター、学生支援チーム、国際交流チーム等の協力を適宜得るものとする。 

（学長が不在の場合の措置） 

第９条 学長が外国出張等により不在の場合は、あらかじめ学長が指名する理事がこの要項に基づき、危機管理に当たるものとする。 

（雑則） 

第１０条 この要項に定めるもののほか、本学の国際交流等に伴う危機管理に関し必要な事項は、別に定める。 

  附 則 

この要項は、平成 17年 7月 28日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成 19年 10月 1日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成 26年 4月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、令和 3年 4月 1日から施行する。 
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